
１　総括

（１）人件費の状況（普通会計決算）

（平成２６ 24 年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

19.2708,001 1,807,982 18.6
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（参考）

２５

人 件 費 率

　　　　　　Ｂ

歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

川崎町の給与・定員管理等について

人 件 費

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　職員数は、平成 ２６ 年４月１日現在の人数である。

給与費 B/A

千円

　　　　　　Ａ

職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

　　計　　Ｂ

千円千円

19.2708,001

5,576 5,501

1,807,982 18.6

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費期末・勤勉手当

753,119

人

206

千円

1,148,569

一人当たり

18,639 9,707,380

年度
千円

116,839 278,611

　　　　　千円

区　　分
給　 料 職員手当

２５

      ２　職員数は、平成 ２６ 年４月１日現在の人数である。

（３）ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）
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      （注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や
　　　　　　　 経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸級表（一）適用職員の俸級月額を１００として計算した指数。
　      　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。
　      　　３　平成２４年及び平成２５年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法による給与減額措置がないとした場合の値である。

90.0
川崎町 類似団体平均 全国町村平均

　      　　※　平成２６年４月１日のラスパイレス指数が、①３年前に比べて１ポイント以上上昇している場合、②３年連続で上昇している場合、
　　　　　　　　③100を超えている場合について、その理由及び改善の見込み



（４）給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

　【概要】　国の給与制度の総合的見直しにおいては、俸給表の水準の平均２％の引下げ及び地域手当の支給割合の見直し等

　に取り組むとされている。

①給料表の見直し

［　実施　　未実施　］

実施内容（平均引下げ率、実施（実施予定）時期、経過措置の有無等具体的な内容（未実施の場合には、その理由））

（給料表の改定実施時期）　　平成２７年４月１日

（内容）一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均１．８％引下げ。３級以上の級の高位号給は最大

４％引下げ。５級及び６級に号給を増設。激変緩和のため、５年間（平成３２年３月３１日まで）の経過措置（現給保障）

を実施。

　他の給料表（医療職（一）を除く。）については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。　他の給料表（医療職（一）を除く。）については、一般行政職給料表との均衡を踏まえて見直しを実施。

②地域手当の見直し

実施内容（国基準における場合の支給割合及び当該団体の支給割合）

（支給割合）　　町からの支給なし

③その他の見直し内容

管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施。（平成２７年４月１日実施）

（５）特記事項



２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 （１）職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況 ２６ 年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

336,275

平均給与月額

（国ベース）

337,166

平均給料月額
（　）内減額前

345,611

373,665

平均給与月額

424,788

（平成

316,08043.7

43.2

区　　分 平均年齢
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歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 人 円 円 円

参考民間

－

対応する民間
の類似職種

平均給与月額
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380,218 ―
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335,000
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歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円
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－

―
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―
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385,610363,698
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うち自動車運転手

―

川崎町

361,249

326,611
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福岡県 746
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―
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―
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―
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―
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（注）　１　「平均給料月額」とは、平成 ２７ 年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

　　　　２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計し

　　　　　たものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

　　　　　　また、「「平均給与月額」（国ベース）は、比較のため国家公務員と同じベース（＝時間外勤務手当等を除いたもの）で算出している。

　　　　３　技能労務職における民間データは、地元における同職種の基礎となるデータがないため、公表できません。

（２）職員の初任給の状況 （平成 ２６年４月１日現在）

円 円 円

一般行政職
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円円

円
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円

円
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－
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福岡県

178,800
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（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 （ 平成 年４月１日現在 ）
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円 円 円

技能労務職
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中　学　卒

一般行政職
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２６
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－
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－
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大　学　卒
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区　　　　分

125,400

円 円 円

円 円 円中　学　卒
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政職の級別職員数及び給料表の状況 ２６ 年４月１日現在 ）

　　　　　　　人

（ 平成

主任主事・主査

１　　級

13

３　　級

主事

標準的な職務内容 構成比

２　　級

区　　分

　　　　　　　　％

30

職員数

主事
18.0

　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

7.8

　　　　　　　人

　　　　　　　人

（注）１　川崎町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

６　　級
　　　　　　　　％

係長・課長補佐

主任主事・主査

課長

３　　級

25.7

8.4

　　　　　　　人

14

11

課長

33.5

５　　級
　　　　　　　　％

４　　級

　　　　　　　　％

56

43

6.6

　　　　　　　人

　　　　　　　人

　　　　　　　人

　　　　　　　　％

（注）１　川崎町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  ４級, 25.7% ４級, 27.4% ４級, 28.5%

５級, 8.4% ５級, 8.9%
５級, 11.0%

６級, 6.6% ６級, 7.0% ６級, 2.9%

70%

80%

90%

100%

２級, 7.8%

３級, 33.5%
３級, 33.8%

３級, 49.6%

４級, 27.4% , 28.5%

30%

40%

50%

60%

70%

　（注） 平成１８年に８級制から６級制に変更している。（旧給料表の１級及び２級並びに４級及び５級をそれぞれ統合）　

１級, 18.0% １級, 15.9%
１級, 5.8%

２級, 7.8%
２級, 7.0%

２級, 2.2%

0%

10%

20%

平成２６年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比

（２）昇給への勤務成績の反映状況

　　　人事評価制度導入に向けて検討中



４　職員の手当の状況

（１）期末手当・勤勉手当

２５ 年度  ） ２５ 年度）

千円 千円

（ ２５ 年度支給割合  ） （ 年度支給割合  ） （ 年度支給割合  ）２５

1,526

期末手当

（　1.45月分　） （　0.65月分　）

1,324

2.60月分2.60月分

　  勤勉手当

福岡県川崎町

勤勉手当

1.35月分 1.35月分

２５

2.60月分1.35月分

期末手当

―

国

期末手当 勤勉手当

（　1.45月分　） （　0.65月分　） （　0.65月分　）（　1.45月分　）

１人当たり平均支給額　（ １人当たり平均支給額　（

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

           職制上の段階、職務の級等による加算措置

（　1.45月分　） （　0.65月分　）

　　・管理職加算 　 １０～２５％

職制上の段階、職務の級等による加算措置

　　　　　・役職加算　  ５～１０％

（　1.45月分　） （　0.65月分　） （　0.65月分　）

　　・管理職加算 　 １０～２５％

　　・役職加算　　　　５～２０％

（　1.45月分　）

　　・役職加算　　　　５～２０％

職制上の段階、職務の級等による加算措置

評定期間を２回（１２月～５月・６月～１１月）に分け、６月・１２月各々の勤務実績について評価を行い勤勉手当に反映させている。

（２）退職手当 ２６ 年４月１日現在）（平成（２）退職手当 ２６ 年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分

その他の加算措置　　 その他の加算措置

定年前早期退職特例措置2～20％加算 定年前早期退職特例措置2～20％加算

１人当たり平均支給額　　　　

30.82

27.025

（平成

川崎町

52.44

月分

国

21.62

30.82

21,126

月分

月分

52.44

月分

52.44

36.57

27.02521.62

43.7

52.44

43.7

千円

52.44

36.57

52.44

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２５ 年度に退職した職員に支給された平均額である。

（３）地域手当 ２６ 年４月１日現在）

支給実績（ ２５ 年度決算） 千円

２５年度決算） 千円

％ 人 ％

（平成

0

国の制度（支給率）支給対象職員数

0 00

支給率

支給職員１人当たり平均支給年額（

0

支給対象地域

福岡市 ％ 人 ％

地域手当補正後ラスパイレス指数

（ラスパイレス指数）

（注）地域手当補正後ラスパイレス指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較するため、

　　　地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基づく地域手当支給率）により算出。）

（４）特殊勤務手当 ２６ 年４月１日現在）（平成

0 00

－　

福岡市

支給実績    （ ２５ 年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額 （ ２５ 年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合 （ ２５ 年度） ％0.0

災害応急作業業務

手当の種類（手当数）

出勤1,300円/1H
待機1,000円/1H

左記職員に対する支給単価

2

主な支給対象業務

伝染病防疫作業に従事する職員 伝染病等防疫作業業務 １回につき400円

0

災害応急作業に従事する職員
災害応急作業に従事する職員の特殊
勤務手当

主な支給対象職員

防疫等作業に従事する職員の特殊勤
務手当

0

手当の名称

災害応急作業業務
待機1,000円/1H

災害応急作業に従事する職員
勤務手当



（５）時間外勤務手当

支給実績    （ ２５ 年度決算   ） 千円

職員１人当たり平均支給年額  （２５ 年度決算 ） 千円

支給実績    （ ２４ 年度決算   ） 千円

職員１人当たり平均支給年額  （２４ 年度決算 ） 千円

（注）職員１人当たり平均支給額を算出するさいの職員数は、「支給実績（２５年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の職員総数（管理職員、教育職員等、

　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

106

132

25,354

21,929

　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

（６）その他の手当 ２６ 年４月１日現在）

（ ２５ （ ２５

円

年度決算）

支給実績

（平成

千円

年度決算）

支給職員１人当たり

136,665

平均支給年額

28,153同

国の制度と
異なる内容

国の制度
との異同

扶養手当

配偶者13,000円
配偶者以外6,500円
（職員に配偶者がいない場合そ
のうち1人につき11,000円）15

内容及び支給単価手　当　名

円

円

円

普通交通機関等利用者
全額支給
自動車等使用者
2,000円～24,500円（但し、徒

千円

42,024

10,233

136,66528,153

千円

同

千円 49,674

8,657

住宅を新築・
購入してから
5年間2,500円
支給

借家・借間　最高27,000円
自宅　　　 　　　2,500円

異

扶養手当

住居手当

同

のうち1人につき11,000円）15
歳～22歳の子については5,000
円加算

通勤手当 円

円

円

2,000円～24,500円（但し、徒
歩で片道2ｋｍ以上であるこ
と）

宿日直手当

手当率
8%～25%

1,194

42,024

463,840

日直手当　　　１回  4,200円
常直手当　　　１回  7,200円
特殊日直　　　１回　　500円

千円

千円

千円

１回につき
500円

～7,200円

8,657

管理職手当

246

異

同

11,596
課長補佐　5,000円
5級　37,400円
6級　39,270円

通勤手当

異

円

５　特別職の報酬等の状況 ２６ 年４月１日現在）

円 円／ 円

千円

（平成

管理職特別勤務手当 同

特殊日直　　　１回　　500円

町 長

00

854,000 399,000

～7,200円

（参考）類似団体における最高／最低額

区 分

給

]

管理監督職にある者
休日等の勤務1回につき8,000円

705,000 円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

円 円／ 円
（ 円 ）

　　（ ２５年度支給割合）町 長

議 員 157,000

298,500

町 長

409,200700,000

230,000

572,000

854,000 399,000

345,000

264,300 180,000

245,000

420,000

料
副　    　町　   　 長

議 長
報

酬

705,000

360,000副 議 長

　　（ ２５年度支給割合）

月分

　　（ ２５年度支給割合）

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

給料月額×在職年数×５．１ 円 任期満了毎

町 長

議 長

加算措置　　25％

副 議 長

退
職

町 長

2.60

議 員

副 　  　町　    　長
期
末
手
当

加算措置　　20％

14,382,000

3.1

給料月額×在職年数×３．０ 円 任期満了毎

（注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額である。
　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）

 　　　務めた場合における退職手当の見込額である。

6,864,000

職
手
当

備　　　　考

副 　  　町　    　長



６　職員数の状況

（１）部門別職員数の状況と主な増減理由
（各年４月１日現在）

平成 年 平成 年

人 人

人 人

人 人

人 人1

主な増減理由
２６

1

一
労働

16

47

議会

２５

税務

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

41

43

16 -

業務増による増

6 業務増による増

対前年
増減数

職 員 数

総務

1 -人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人 人

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　93.4 人

人 人

人小計

農水

9

△ 10

＜参考＞

給食センター民間委託による減

事務の統廃合縮小による減

32

7

48

商工

土木

49

教育部門

165

一
般
行
政
部
門

16
普通会計　部門

6

2929

6

42

-

業務増による増

-

-

4 3

民生

＜参考＞

△ 1

174

16衛生

人

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 111 人

人 人

人 人

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 131 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。
　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

1小　計

-

1

206

[     －     ］

人

派遣職員増による増

水道

△ 1
＜参考＞

6

[　256　]

人

人38

-
＜参考＞

人

人

244

31 32

合　　計

6

公営企業会計部
門

[　256　]

その他

207 人小　計

244

37

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

（２）年齢別職員構成の状況 ２６年４月１日現在）（平成

20

25
%（例）

5

10

15

構成比

５年前の構成比

　
0

5

※　上記職員数は教育長を含まない。

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳 36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳 60歳

～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

計

未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳 47歳 51歳 55歳 59歳 以上

人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

2 7 20 24 9 10 23 25 37 41 45 0 243

区　分

職員数

※　上記職員数は教育長を含まない。



（３）職員数の推移

（単位：％・人）

3

10

増減数（率）

△ 10

174154

42

２４年 ２５年２３年２１年

155

1増 減

職員数

増 減

△ 3

教　育

△ 3

156

20

２６年

5

37

△ 5

一般行政 職員数

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

38

165

4

32

9

過去５年間の

-13.5%

13.0%

40 37

△ 1

２２年

151

（注）１　各年における定数管理調査において報告した部門別職員数

11

3

0

3

245

△ 161

△ 10

38

244

△ 18

233

1増 減

55

△ 3

37

1

1

△ 5

246計

公 営 企 業

職員数

職員数

増 減

増 減等 会 計

-0.4%

△ 13

40

4

△ 3

37 -29.6%

244230

△ 16

54



７　公営企業職員の状況
（１）水道事業
  　① 職員給与費の状況

ア　決算

　（参考）

24 年度の総費用に占職員給与費比率

総費用

２５
12,697

％

　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率Ｂ　

総費用に占める

％

職員給与費

10.4

千円　　　　　千円

Ａ  

純損益又は

実質収支

年度
381,096

区　　分

10.939,472

千円　

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。
      ２　職員数は、平成 ２６ 年４月１日現在の人数である。

イ　特記事項

25,295

千円
２５ 年度

千円千円

6,123

一人当たり給与費

    一人当たり （参考）市町村平均

　　計　　Ｂ     給与費 　　B/A　　　　　　Ａ

職員数区　　分

期末・勤勉手当職員手当給　 料

人

6

千円千円

39,472 6,579

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

4,845 9,332

　　　　　千円

(給与減額の状況)

平成21年4月1日～平成26年3月31日

減額措置の内容

（給料）

川崎町一般職の職員等の給与の特例に関する条例により平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日まで給料を３％減額

川崎町一般職の職員等の給与の特例に関する条例により平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで給料を２％減額

川崎町一般職の職員等の給与の特例に関する条例により平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで給料を１％減額

減額実施期間国の減額等を踏まえた減額措置の取組

実施

川崎町一般職の職員等の給与の特例に関する条例により平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで給料を１％減額

（手当）

川崎町一般職員の管理職手当の額に関する規定により平成２２年９月１日から管理職手当を１５％減額

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況 ２６ 年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

平均月収額

326,499

47.1川崎町水道事業

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

378,883

基本給

529,144

川崎町一般行政職

（平成

43.7 457,047歳 円 円

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

２５ 年度　） ２５ 年度　）

千円　 千円　1,555

１人当たり平均支給額（

326,499

川崎町一般行政職

１人当たり平均支給額（

川崎町水道事業

川崎町一般行政職

1,324

43.7 457,047

千円　 千円　

（ ２５ 年度支給割合　） （ ２５ 年度支給割合　）

　　期末手当　 勤勉手当

2.60  月分  月分  月分  月分

(  )月分 （　    　 ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

1,555

1.35

期末手当

職制上の段階、職務の級等による加算措置

2.60

勤勉手当

職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１０％

1.35

1,324

　　　　　　　・役職加算　５％～１０％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

イ　退職手当 ２６ 年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 応募認定・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　 応募認定・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

30.82

自己都合

川崎町水道事業

43.7

川崎町一般行政職

36.57 36.57

27.02521.62

52.44

（平成

52.44

30.82

43.7

27.02521.62

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置　　　

定年前早期退職特例措置2～20％加算 定年前早期退職特例措置2～20％加算

１人当たり平均支給額　　　　 千円 １人当たり平均支給額　　　　 千円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、２５ 年度に退職した職員に支給された平均額である。

その他の加算措置　　　　

52.4452.44 52.4452.44

21,1260



ウ　地域手当 ２６ 年４月１日現在）

（ ２５ 年度決算） 千円

２５ 年度決算）    円

％ 人 ％

エ　特殊勤務手当 ２６年４月１日現在）

支給実績    （ ２５ 年度決算） 千円

（平成

0

（平成

支給実績

0 00

0

支給対象地域 支給対象職員数

0

一般行政職の制度（支給率）支給率

川崎町

支給職員１人当たり平均支給年額（

支給実績    （ ２５ 年度決算） 千円

支給職員１人当たり平均支給年額　（２５ 年度決算） 　円

職員全体に占める手当支給職員の割合 （ ２５ 年度　） 　％

オ 時間外勤務手当

0

0

0.0

手当の種類（手当数） 2

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

２５ 年度決算   ） 千円

２５ 年度決算 ） 千円

２４ 年度決算   ） 千円

２４ 年度決算 ） 千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

（注）職員１人当たり平均支給額を算出するさいの職員数は、「支給実績（25年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の職員総数（管理職員、教育職員等、

　　　制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）であり、短時間勤務職員を含む。

704

602

100

117

職員１人当たり平均支給年額  （

支給実績    （

支給実績    （

職員１人当たり平均支給年額  （

カ　その他の手当 ２６年４月１日現在）

（ ２５ （ ２５

円

年度決算）年度決算）

一般行政職
の制度と異
なる内容

支給職員１人当たり

千円

支給実績

306,000

平均支給年額

配偶者13,000円
配偶者以外6,500円
（職員に配偶者がいない場合そ
のうち1人につき11,000円）

同 1,836

内容及び支給単価

扶養手当

一般行政職の
制度との異同

手　当　名

（平成

円

円

円

借家・借間　　最高 27,000円
自宅　　　 　　　　 2,500円

118,000

千円

千円

29,000

306,000

708

のうち1人につき11,000円）
15歳～22歳の子については
5,000円加算

千円174

同 1,836扶養手当

通勤手当

普通交通機関等利用者
全額支給
自動車等使用者
2,000円～24,500円

同

同住居手当

円

円

29,000千円174通勤手当
2,000円～24,500円
（但し、徒歩で片道２ｋｍ以上
であること）

同

同
手当率
8%～25%

472 千円 471,240管理職手当
課長補佐　5,000円
5級　37,400円
6級　39,270円



９　職員の福祉の状況

　(1)　職員の健康

　労働安全衛生法に基づき、職場における職員の安全と健康を保持するため、定期健康診断を実施している。

健康診断（年１回）

　受診状況　受診状況

　(2)　共済制度

年　　　度 　受　診　者　数

２５年度 ２３５人

　職員の健康保険や年金制度については、福岡県市町村職員共済組合に加入し、共済組合が短期給付事業

（医療関係）、長期給付事業（年金関係）、福祉事業（総合健診・貯金・貸付）を行っている。

　(3)　公務災害補償

　職員が公務中や通勤途中に災害を受けた場合は、地方公務員災害補償法に基づき、療養補償などを行う。　職員が公務中や通勤途中に災害を受けた場合は、地方公務員災害補償法に基づき、療養補償などを行う。

　公務災害の状況（２５年度実績）

通　勤　災　害 ０　件

公　務　災　害 ４　件

　(4)　職員厚生会

　会員の福利厚生に関する事業を実施、相互扶助及び親睦を図ることを目的として、会員の掛金及び負担

金で運営している。

　事業内容

２６年度予算 4,123千円 3,867千円

年　　　度 会員掛金総額 町助成額

２５年度決算 4,123千円 4,105千円

慶弔給付（福岡県市町村福祉協会に加入）

職員旅行、スポーツ大会


